
・
松
単
饗
保
の
瀧
退
に
潤
て

第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
三
〇

松
李
容
保
の
進
退
に

嘗
て

日

置
　
彌
　
三
　
郎

内
藤
湖
南
博
士
が
嘗
て
羅
新
史
の
資
料
に
就
て
」
（
蘇
畿

牧
）
と
題
す
至
悪
点
て
、
明
治
維
漸
史
の
賛
料
の
新
し
最

扱
ひ
に
就
て
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
何
れ
の
世
で

も
革
命
の
際
に
は
必
ず
陰
謀
が
絆
ひ
、
從
て
之
に
關
す
る
記
録
も

其
の
陰
謀
か
ら
幽
九
結
果
の
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
、
其
陰
謀
に

輿
つ
た
人
々
の
多
く
は
亡
く
な
り
、
自
然
に
槻
察
が
公
李
に
な
り
、

從
來
の
記
録
と
は
弾
頭
の
材
料
を
愚
見
し
て
輿
蜜
を
一
愛
す
る
こ

と
が
あ
る
と
云
ひ
、
今
日
の
如
く
歴
史
が
一
つ
の
學
間
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
る
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
殊
に
此
の
用
意
が
必
要
に
し

て
、
一
時
の
順
逆
な
ど
・
い
ふ
考
へ
は
、
三
聖
な
史
實
の
前
に
は

極
め
て
微
力
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
此
の
見
地
よ
り
我
が
明
治
維

新
史
を
観
察
し
、
反
薩
長
派
の
材
料
を
も
蒐
集
し
て
、
公
李
無
私

な
態
度
を
執
り
、
維
新
の
事
情
に
野
し
て
反
薩
長
側
の
意
思
主
張

を
充
分
に
群
籍
な
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
み

る
。
今
こ
・
に
か
・
ろ
力
法
に
託
し
、
從
來
の
そ
れ
が
全
く
諜
れ
、

る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
此
の
方
法
こ
そ
よ
り
正
し
く
、
よ

り
深
く
明
治
維
新
を
理
解
せ
し
め
、
維
新
後
既
に
七
十
年
を
経
過

せ
る
今
日
、
か
エ
る
前
進
に
公
募
な
る
態
度
の
研
究
が
可
能
に
し

て
、
充
分
の
進
歩
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
今

こ
、
に
こ
と
新
し
く
松
辮
容
保
に
断
て
獅
か
述
べ
ん
と
す
る
も
其

の
意
翻
か
ら
で
あ
ろ
。

一

松
五
重
保
は
尾
張
藩
の
支
族
た
る
美
濃
高
須
藩
主
松
李
義
建
の

（sの



第
六
子
に
生
れ
、
會
津
松
李
黒
黒
の
養
子
と
な
り
、
實
兄
に
尾
張

の
徳
川
尊
勝
、
實
弟
に
桑
名
の
松
李
定
敬
が
あ
り
、
容
忍
は
銃
に

其
の
行
動
に
書
し
、
其
の
出
自
に
於
て
制
約
せ
ら
る
べ
き
も
の
を

有
っ
て
み
た
。

　
元
來
松
野
容
保
は
撲
夷
論
に
反
封
の
意
見
を
有
し
、
宇
内
の
惰

勢
を
論
じ
、
時
勢
上
開
港
も
亦
己
む
を
得
ざ
る
も
の
と
し
た
。
卸

ち
海
外
萬
國
日
に
月
に
開
け
、
往
來
互
市
を
行
ひ
、
各
々
樺
利
を

雫
ふ
時
勢
と
な
れ
る
に
拘
ら
す
、
我
が
國
の
み
蚕
糞
を
績
行
ず
る

に
於
て
は
、
外
國
の
事
情
を
知
り
其
の
長
所
を
採
る
こ
と
も
出
來

な
い
。
既
に
我
が
國
が
賜
港
を
群
行
し
居
た
れ
ば
、
発
艦
互
砲
も

出
來
し
、
海
軍
の
備
も
充
分
出
來
て
る
た
の
で
あ
ら
う
。
今
長
崎

晒
館
・
横
濱
の
三
港
は
之
を
開
き
、
其
の
旧
約
制
度
は
改
正
し
、

萬
一
外
國
が
我
が
制
度
を
破
り
、
無
禮
不
敬
の
事
あ
る
時
は
直
ち

に
打
携
へ
ぱ
、
朝
廷
の
御
主
意
に
も
叶
ひ
、
人
心
も
穏
か
な
ら
ん

と
云
ふ
の
が
文
保
の
嚢
で
あ
っ
た
。
（
糠
尊
号
始
）

　
文
久
二
年
八
月
生
萎
事
件
あ
り
、
長
い
て
英
國
の
償
金
を
迫
る

や
、
容
保
は
擾
夷
は
元
よ
り
名
義
正
ふ
し
て
顧
る
後
に
隠
す
べ
き

な
れ
ば
、
償
金
は
之
を
漉
し
て
断
然
擁
夷
に
及
ぶ
べ
し
、
然
し
入

　
　
　
　
松
學
審
保
の
進
退
に
就
て

を
傷
害
す
る
自
ら
其
の
則
あ
り
、
之
を
出
す
唯
英
学
の
言
が
儘
に

の
み
す
べ
か
ら
す
と
主
張
し
た
。
一
橋
慶
喜
の
兎
も
角
決
戦
す
る

と
定
め
た
ら
ば
償
金
は
支
梯
ふ
べ
か
ら
す
と
言
へ
る
を
排
斥
し
、

寧
ろ
其
の
園
循
の
汚
名
を
受
く
る
と
も
天
下
の
太
め
に
此
の
義
を

正
ふ
す
べ
し
と
力
説
し
、
容
保
は
此
の
内
外
多
事
の
際
無
諜
の
擾

夷
を
極
力
響
ん
乞
お
で
あ
っ
た
。
勲
鐡
、
）
文
久
三
年

三
月
容
保
の
將
軍
に
遷
せ
ろ
書
歌
に
、
「
兵
は
和
を
以
本
と
致
候
事

第
一
之
義
二
而
君
臣
御
一
和
無
点
候
而
ハ
内
政
も
届
兼
候
喰
而
外

夷
至
愚
成
は
必
然
之
義
・
御
筆
」
爾
欝
往
）
と
云
へ
る
も
亦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

内
政
整
備
の
急
務
な
る
を
以
て
せ
る
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
彼
の

先
づ
行
は
ん
と
せ
る
は
何
で
あ
．
つ
た
か
。

三

　
容
保
の
生
涯
は
京
都
守
護
職
に
捧
げ
ら
れ
た
と
云
へ
る
。
文
久

二
年
閏
八
月
朔
日
幕
府
よ
り
守
護
職
に
任
ぜ
ら
れ
、
十
二
月
こ
十

四
日
入
京
し
、
直
ち
に
，
關
白
近
衛
叢
叢
を
通
じ
て
天
機
を
奉
伺

し
、
然
る
後
審
宿
所
な
る
黒
谷
金
玉
光
明
寺
に
入
っ
た
。
釜
日
忠

照
に
謁
し
て
建
白
し
、
公
武
の
間
を
一
和
し
、
朝
廷
々
愈
奉
ず
る

　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
四
號
　
　
七
一
一
＝



　
　
　
　
松
重
三
保
⑳
濡
退
に
就
て

所
の
議
を
以
て
し
た
の
で
あ
っ
九
。
容
保
の
守
護
職
と
し
て
の
抱

資
は
、
丈
久
三
年
九
月
七
口
参
内
し
差
費
せ
る
書
に

　
主
從
無
二
念
一
藩
を
傾
け
　
帯
都
を
守
護
し
奉
り
暴
く
大
樹
愈
　
王
道

　
誠
意
を
達
被
爲
安
震
襟
候
様
有
之
度
春
保
之
素
心
に
し
て
一
藩
之
所

驕
三
三
（
難
難
）

と
云
へ
る
如
く
、
三
軍
の
三
三
三
三
、
公
武
一
和
に
努
力
せ
ん
と

し
た
の
で
あ
る
。
諜
常
三
三
の
揚
合
に
は
傳
湊
の
達
し
を
待
た
す

し
て
、
直
ち
に
参
内
御
警
衛
の
任
に
當
ら
し
め
ら
れ
た
し
と
願
出

で
置
い
た
の
も
、
ま
た
家
臣
の
職
椹
濫
用
に
よ
る
不
法
行
爾
な
き

を
豫
め
聴
唖
し
た
の
も
、
此
の
守
護
職
と
し
て
の
任
務
遽
行
を
期

せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
會
津
の
地
京
都
を
去
る
遠
き
僻
地
と
て
上
方
入
の
會
津

の
扇
情
を
煽
る
者
少
く
、
堂
上
家
に
も
一
人
の
春
顧
を
有
せ
す
、

叉
緑
風
偏
氣
に
し
て
殺
伐
を
好
む
と
し
て
疑
催
せ
ら
る
・
の
み
に

し
て
、
藩
の
志
を
知
る
者
少
く
、
叉
一
方
京
都
の
事
情
に
通
ぜ
ん

と
す
る
も
、
皆
山
野
の
生
れ
に
し
て
書
語
鄙
撲
學
止
に
風
な
ら
す

し
て
、
俄
に
親
し
み
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
所
謂

勤
王
擁
夷
家
の
堂
上
家
及
び
諸
侯
よ
り
は
親
藩
の
故
に
幕
府
方
と

の
み
懲
さ
れ
、
｝
方
幕
府
よ
り
は
容
保
の
滞
京
時
日
を
重
ね
る
と

篭

　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
編
鐘
　
　
七
三
一
…

共
に
京
都
風
に
染
み
、
唯
朝
廷
の
御
趣
意
と
の
み
云
う
て
幕
府
に

迫
る
と
い
ふ
如
き
嫌
疑
を
受
け
、
容
保
の
素
志
逡
行
に
は
か
・
る

外
的
讐
が
多
か
っ
た
。
（
燃
掌
）

　
元
來
幕
府
の
京
都
守
護
職
を
設
け
た
の
は
、
不
穏
な
る
京
都
の

三
三
に
あ
っ
た
が
、
三
保
は
守
護
職
就
任
の
三
年
な
る
文
久
三
年

二
月
浪
士
の
三
三
頻
々
と
し
て
回
る
を
見
、
之
に
就
き
一
橋
慶
喜

及
び
瀾
自
一
鷹
司
三
三
に
報
次
い
で
建
白
し
た
。
邸
ち
旧
穀
の
下
を

も
省
み
す
議
湊
傳
湊
等
高
貴
の
方
々
へ
相
次
い
で
奇
怪
の
所
業
に

及
び
、
徒
に
人
心
を
動
撫
せ
し
む
る
は
元
よ
り
許
す
べ
か
ら
ざ
る

も
、
之
を
仔
細
に
見
れ
ば
、
殺
害
さ
れ
た
る
者
は
多
く
妊
悪
の
者

に
し
て
、
必
ず
し
も
謂
れ
な
き
胤
暴
と
も
思
は
れ
な
い
。
要
す
る

に
是
等
浪
士
と
稔
せ
る
者
は
、
外
夷
前
々
狢
…
獄
と
な
れ
る
は
皇
國

の
恥
辱
な
り
と
深
く
女
島
を
憂
へ
慷
呈
せ
る
亡
命
の
徒
に
し
て
、

狸
に
之
を
取
締
る
時
は
却
て
激
怒
養
魚
す
べ
く
、
寛
大
な
る
麩
置

を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
・
る
過
激
の
行
動
に
出
つ
る
所

以
の
も
の
は
、
安
政
大
獄
以
來
の
暴
政
公
武
の
間
を
隔
絶
し
、

翻
陵
當
を
得
す
、
上
下
の
惰
よ
く
相
通
ぜ
ざ
る
の
致
す
所
に
し

て
、
宜
し
く
書
論
の
葭
由
を
與
ふ
べ
き
で
あ
る
と
圭
張
し
、
更
に

（S6）



　
乍
恐
被
爲
於
朝
廷
候
而
も
名
分
御
正
之
此
節
匿
名
等
之
義
等
御
取
上
不

　
被
爲
遊
正
大
高
明
之
庭
江
御
立
居
綱
紀
御
張
山
遊
候
檬
仕
度
義
奉
存
候

　
（
密
事
彼
返
抽
鞍
掌
録
）

　
と
朝
廷
の
匿
名
の
投
書
等
を
取
上
け
ら
れ
す
公
朋
正
大
、
紀
綱

の
皇
曝
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
建
白
し
て
み
る
。
か
く
し
て
町
奉
行
に

命
じ
、
言
國
事
に
開
す
る
も
の
は
内
外
大
小
を
問
は
す
、
忌
諜
を

避
け
す
、
執
事
に
よ
っ
て
建
言
せ
よ
、
若
し
猫
嫌
を
避
る
者
封
呈

す
る
も
可
な
り
、
談
議
す
る
も
可
な
り
、
引
歌
を
關
臼
殿
下
に
因

っ
て
遷
す
べ
し
と
の
意
味
を
棄
寒
し
め
た
。
（
辮
鎧
）
こ
・
に

容
保
の
政
治
観
の
一
端
を
見
る
べ
く
、
極
力
陰
謀
を
排
斥
せ
ん
と

す
る
公
明
な
る
態
度
が
窺
は
れ
，
外
國
の
駆
迫
強
き
に
拘
ら
す
、

課
内
の
紛
糾
半
々
甚
だ
し
か
ら
ん
と
す
る
世
鞘
へ
の
正
し
き
理
解

及
び
憂
慮
と
其
の
一
封
策
と
が
見
ら
れ
る
。
然
る
に
浪
士
の
取
締

の
云
ふ
べ
く
し
て
事
容
易
な
ら
す
、
文
久
三
年
二
月
十
六
日
半
奏

よ
り
容
保
に
骨
斑
來
り
、
一
嵩
の
力
に
て
足
ら
ざ
れ
ば
何
れ
の
藩

に
合
力
せ
し
む
べ
き
や
と
言
う
た
に
落
し
、
家
保
は
我
が
幽
門
を

聞
か
ば
朝
廷
依
頼
し
給
は
す
と
し
、
必
ず
之
を
不
満
に
思
は
ん
と

答
へ
た
る
如
き
、
ま
た
會
津
藩
の
守
護
職
を
死
守
せ
ん
と
す
る
壁

悟
奏
力
と
寛
・
べ
き
で
あ
る
。
（
鰍
掌
）

　
　
　
　
松
挙
三
保
の
進
退
に
就
て

四

　
文
久
三
年
三
月
將
軍
家
茂
入
京
し
、
朝
廷
へ
紅
夷
の
期
限
を
約

し
奉
り
，
六
月
東
卸
し
た
が
、
幕
府
の
回
礼
實
行
に
封
し
頗
る
疑

．
寒
き
も
の
あ
り
、
朝
廷
は
將
軍
東
下
後
の
關
束
の
形
勢
を
知

り
、
且
つ
幕
府
を
し
て
穰
夷
の
叡
慮
を
貫
徹
せ
し
む
べ
く
斡
旋
せ

し
め
る
臨
め
に
、
六
月
二
十
五
日
芋
飯
を
し
て
束
下
せ
し
め
ん
と

の
命
を
下
さ
れ
た
。
然
る
に
之
と
同
時
に
傳
奏
に
勅
命
あ
り
、
今

容
保
を
束
下
せ
し
む
る
は
好
ま
ざ
る
所
、
然
し
當
時
堂
上
の
主

張
強
硬
に
し
て
、
御
自
ら
は
之
を
不
可
と
す
る
も
敢
て
聴
從
せ
ざ

る
が
故
に
、
今
暫
く
等
質
に
任
す
の
み
、
束
下
の
こ
と
は
眞
勅
に

非
ざ
る
を
豊
津
に
知
ら
し
め
ん
と
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
醤
蝦
は
今

先
に
出
で
た
る
は
煽
勅
な
り
と
せ
ら
る
れ
ば
、
今
日
に
至
る
迄
の

勅
旨
は
愚
輩
と
せ
ら
れ
、
人
心
の
動
揺
を
來
す
甚
だ
し
き
も
の
が

あ
ら
う
。
皇
國
の
爲
め
憂
へ
ざ
る
を
得
な
い
と
申
上
げ
た
る
を
以

て
．
酒
保
の
東
下
を
好
ま
せ
ざ
る
の
泌
勅
を
容
保
に
下
さ
る
・
こ

と
は
取
止
め
ら
れ
た
。
併
し
な
が
ら
天
皇
は
や
は
り
近
衛
前
關
自

忠
熈
を
通
じ
、
會
旧
藩
は
鱒
威
の
蕪
な
る
を
以
て
、
其
の
滞
京
は

　
　
　
　
　
弟
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
三
三
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松
玉
容
保
の
灘
退
に
就
て

姦
人
の
計
策
逡
行
し
難
き
を
以
て
之
を
東
下
せ
し
め
ん
と
謀
る
な

ら
ん
と
せ
ら
れ
、
事
有
る
に
臨
ん
で
其
の
カ
を
借
ら
ん
と
す
る
が

故
に
、
之
が
東
下
を
欲
し
な
い
。
昨
今
は
慨
勅
甚
だ
行
は
る
Σ
が

故
に
、
眞
僑
の
間
よ
く
察
識
せ
ん
こ
と
を
要
す
る
の
旨
を
容
保
に

傅
へ
し
め
ら
嚢
。
無
掌
）
三
時
影
回
の
如
何
に
御
信
任
の
深
か

り
し
か
を
見
る
と
共
に
、
偏
勅
な
る
も
の
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
で

あ
．
る
。
盤
錯
録
文
久
三
年
八
月
二
＋
六
日
の
條
に

　
在
京
ノ
諸
侯
重
臣
ヲ
召
シ
近
江
信
儒
不
分
明
ノ
勅
命
ア
レ
随
4
4
八
碍
ヨ

　
リ
ハ
凶
奥
二
股
力
膏
岬
ナ
リ
ト
杁
階
シ
玉
フ

と
あ
る
一
節
は
、
八
月
＋
八
日
の
例
の
政
愛
藁
蓑
の
も
の
に
し

て
、
此
の
眞
勅
繍
勅
の
問
題
は
、
漸
し
く
論
議
せ
ら
る
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
。
然
し
今
は
蜷
川
新
博
士
も
「
幕
末
維
新
史
の
表
裏
と
陰

嚢
治
粂
継
顯
）
な
・
論
託
て
、
膿
血
年
下
志
・

に
下
し
給
は
り
し
と
点
せ
ら
る
凝
所
謂
討
幕
の
密
勅
に
臥
し
議
す

べ
き
も
の
多
き
を
述
べ
ら
れ
て
み
ろ
を
荘
意
す
う
に
止
め
る
。

　
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
愛
に
よ
り
、
過
激
論
者
の
三
條
着

古
等
七
卿
の
長
州
落
ち
が
あ
り
、
釜
元
治
元
年
正
月
十
五
日
將
軍

家
茂
再
度
上
洛
し
、
其
の
二
十
二
日
滲
話
し
て
天
皇
に
舞
謁
し
、

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
、
七
三
四

優
渥
な
る
勅
命
を
拝
し
池
。
其
の
中
に

　
無
謀
ノ
擾
夷
ハ
實
二
　
膜
ノ
好
ム
駈
二
軍
ス
　
股
思
二
古
來
申
興
ノ
大

　
轟
来
ヲ
成
ス
者
ハ
新
入
ヲ
詮
衡
ス
沖
句
モ
就
ハ
人
ヲ
得
ザ
レ
パ
⊥
甲
蹄
氾
ニ
シ
テ
蹉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
松
…
翠
容
保
）

　
跣
ス
今
節
三
二
ノ
武
將
ヲ
見
ル
ニ
愈
津
中
江
越
前
前
中
將
伊
達
前
侍

　
從
土
佐
前
回
從
島
津
三
三
必
如
キ
ハ
忠
實
純
厚
思
懸
宏
遠
三
家
ノ
纒
機

　
ヲ
任
ズ
ル
ニ
足
ル
　
膜
之
ヲ
愛
ス
ル
子
ノ
p
知
シ
㎜
鹸
ク
ハ
汝
ナ
佃
ト
棚
親
シ
ミ

　
胆
ハ
一
計
レ
ヨ
鳴
呼
　
膜
ト
汝
ト
灘
幽
テ
｛
装
蓮
ヲ
圃
シ
上
　
先
王
ノ
櫛
羅
二
報

　
ジ
下
仕
民
ヲ
救
国
ン
若
シ
成
功
ナ
ク
ン
パ
　
膜
ト
汝
ノ
罪
ナ
リ

と
申
さ
れ
、
夏
に
同
月
二
十
七
日
家
茂
再
び
参
内
す
る
や
、
ま
た

勅
を
下
さ
れ

　
藤
原
實
美
等
郷
野
匹
夫
ノ
暴
論
ヲ
信
胴
シ
宇
内
ノ
形
勢
ヲ
察
セ
ズ
國
家

　
ノ
危
殆
ヲ
思
ハ
ズ
　
膜
が
命
ヲ
窺
メ
転
漆
漉
二
梅
晒
夷
ノ
A
7
3
ヲ
布
皆
シ
妄
二

　
倒
幕
ノ
師
ヲ
晶
起
サ
ソ
ト
ス
長
嗣
口
鍵
・
相
ノ
暴
匝
ノ
如
キ
北
ハ
ノ
主
ヲ
愚
弄
シ

　
故
ナ
キ
ニ
夷
舶
ヲ
砲
鍵
丁
シ
幕
使
ヲ
睡
殺
シ
私
二
轡
｛
三
熱
ザ
ヲ
本
國
二
甑
誘
引

　
セ
リ
福
闘
乱
札
暴
瓢
丁
ノ
輩
必
。
ス
㎞
潮
セ
ズ
ン
パ
ア
ル
可
ラ
ズ

と
申
さ
れ
て
み
る
。
（
墨
黒
魏
）
是
等
遇
す
る
時
、
天
皇
の

撰
夷
に
野
す
る
御
考
へ
、
ま
た
幕
府
及
び
臭
墨
等
へ
の
御
信
任
一

方
な
ら
ざ
る
も
の
あ
り
し
を
貸
す
る
と
共
に
、
先
の
政
愛
の
貢
祁

を
も
知
る
の
で
あ
る
。
容
認
の
天
皇
の
殊
遇
を
添
ふ
す
る
こ
と
厚

く
、
震
翰
を
賜
る
こ
と
数
度
に
及
ん
だ
が
、
殊
に
此
の
元
治
元
年

（S8）



二
月
八
日
夜
の
如
き
は

（嚇

t
昨
簗
獲
夢
慧
犠
垂
候
爺
讐
不
翁
醤

　
柄
∵
一
付
從
來
深
濁
若
心
之
義
二
候
此
儀
一
分
深
苦
心
二
は
候
へ
共
池
も

　
申
出
存
分
貫
徹
ハ
無
之
事
書
鏡
如
見
二
候
ヘ
ハ
三
三
ニ
ハ
不
轡
候
何
分

　
廻
策
な
く
て
ハ
迎
も
不
毘
來
候
如
前
文
其
方
誠
忠
二
選
ヘ
ハ
爲
密
事
共

　
嘱
望
義
貰
害
い
た
し
臭
候
引
退
ト
相
察
シ
其
上
鰐
二
七
入
を
令
承
知
嚢

兵
響
な
く
三
・
埋
込
候
へ
一
首
へ
依
覆
（
牌
）
此
義
漏
臨
候

　
而
ハ
昏
々
失
整
候
爵
堂
上
向
蓼
豫
之
申
タ
リ
共
輯
無
洩
＋
分
勘
考
附
策

略
繋
之
歳
も
賜
藷
候
迄
は
秘
獲
輿
齢
）

　
　
文
久
四
甲
子
二
月
　
　
　
　
　
松
平
肥
後
守
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
密
々
禁
他
用

の
如
き
無
上
の
優
詫
を
舞
し
、
容
保
は
其
の
聖
恩
に
感
泣
し
た
の

で
あ
っ
た
。
早
速
之
が
請
書
を
奉
呈
し

　
蔚
も
　
聖
心
御
安
不
被
…
遊
義
有
之
候
而
旧
臣
等
寸
蒔
も
難
打
羅
候
然
と

　
も
事
或
禍
難
二
似
て
易
く
或
谷
町
二
似
’
L
實
ハ
非
或
ハ
成
二
似
’
し
却
而

　
　
不
成
之
類
種
々
有
之
候
ヘ
ハ
御
鞭
奮
心
之
程
如
何
被
爲
在
哉
ゆ
迷
二
　
御
垂

　
　
識
奉
願
上
智
随
而
臣
愚
誠
を
算
し
微
力
を
出
し
　
聖
心
貫
徹
仕
り
　
皇

　
　
詐
安
全
武
署
長
久
二
趣
候
様
周
旋
仕
候
塩
鮭
♂
臣
職
分
一
一
御
座
候

と
其
の
決
意
の
程
を
君
上
し
、
「
聖
心
之
深
播
殿
下
以
下
未
御
沙
汰

モ
不
被
爲
在
義
滋
却
両
御
依
頼
を
蒙
」
れ
る
山
海
に
も
比
し
難
き

聖
徳
に
、
暴
の
力
を
謝
し
て
奨
奪
ん
と
し
た
。
（
鎌
醜
灘

松
亭
三
保
の
無
謬
に
絶
て

控

v
五

容
保
の
政
治
槻
は
前
述
の
震
翰
を
賜
は
り
し
頃
、
朝
廷
へ
言
上

せ
る
書
中
に
よ
く
見
る
こ
と
が
臨
來
る
。
今
口
の
形
勢
を
熟
察
す

る
に
、
「
政
超
多
門
」
と
云
ふ
如
く
、
萬
機
の
大
柄
賞
罰
進
退
等
二

派
三
派
に
分
れ
居
る
は
、
實
に
天
下
騒
鍛
の
墓
な
り
と
断
定
し
、

之
が
封
策
と
し
て

　
皇
國
旧
事
膿
二
於
て
も
約
ル
嘘
天
下
之
萬
機
悉
皆
征
夷
麿
江
　
御
委
任

　
被
遊
公
卿
堂
上
禁
申
之
式
事
を
專
と
し
閣
尊
に
携
り
な
き
方
皇
國
之
御

　
爲
却
而
御
宜
敷
義
二
奉
山
情
性
快

と
述
べ
來
れ
る
は
、
甚
だ
鞍
壷
の
政
治
観
に
議
す
べ
き
も
の
多
き

も
　
直
ち
に
之
に
嘆
い
て

　
即
今
昇
垂
看
年
本
打
歩
墨
下
之
道
明
・
王
下
之
名
分
粛
粛
も
正
し
く

　
成
行
種
々
生
議
論
當
將
軍
二
於
て
名
分
種
呼
等
實
二
不
相
當
之
義
も
有

　
　
之
暖
国
共
源
頼
朝
以
下
北
條
足
利
織
田
蟹
臣
等
二
比
較
仕
候
得
ハ
徳
川

　
　
之
徳
業
雲
泥
全
顎
遽
二
割
三
置
据
を
も
不
動
干
舞
曲
暴
党
無
窮
之
　
聖

　
　
徳
家
康
始
徳
澤
武
威
之
所
期
二
御
座
候

と
陳
述
し
、
更
に

　
　
向
後
共
將
軍
幼
年
叉
ハ
不
行
騒
不
義
御
座
候
ハ
こ
二
親
藩
及
越
階
良
等

　
　
　
　
　
　
第
二
十
ご
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
七
三
五

（sp）



　
　
　
　
松
涛
三
保
の
進
退
に
鋳
て

　
被
命
被
ド
度
奉
願
上
候
左
候
得
ほ
亜
等
死
を
以
周
旋
斎
言
三
脚
笛
候
者

　
勿
論
　
聖
癒
貫
徹
候
様
藩
力
可
仕
候

と
臣
節
を
塗
せ
全
し
て
る
る
。
癖
墨
継
申
）
之
を
以
て

容
保
，
か
親
藩
な
る
が
故
の
麗
な
る
幕
府
中
心
主
義
と
見
る
べ
き
で

あ
ら
う
か
。
當
時
の
露
呈
を
失
へ
ろ
混
沌
た
る
時
勢
を
慨
し
，
其

の
原
因
一
に
「
政
繊
多
門
」
が
故
と
し
、
政
令
一
途
に
畠
で
し
む
る

こ
そ
刻
下
最
大
の
急
務
と
な
し
、
上
下
の
名
分
正
し
く
成
行
き
種

々
の
議
論
も
生
じ
，
當
將
軍
に
於
て
政
治
を
行
ふ
は
，
名
分
爾
呼

等
實
に
不
捕
當
の
義
あ
る
も
、
今
暫
く
將
軍
政
治
を
引
け
、
親
藩

其
の
他
容
保
等
に
於
て
死
力
を
端
し
て
之
を
輔
佐
し
，
聖
慮
の
存

す
る
と
こ
ろ
を
貰
徹
し
、
臣
節
を
全
く
せ
ん
と
す
る
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
内
外
共
に
多
事
な
る
秋
、
内
に
闘
ぐ

を
止
め
て
先
づ
三
内
の
統
｝
を
魁
る
べ
く
、
幕
尉
敦
治
の
輩
画
を

以
て
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
北
畠
親
旧
の
紳
皇

正
統
記
に
於
て

　
顧
輔
の
一
三
を
振
ひ
て
そ
の
鑑
を
亭
げ
た
り
王
室
ほ
古
き
に
か
へ
る
ま

　
で
な
か
り
し
か
ど
九
重
の
塵
も
を
さ
ま
り
臨
畏
の
屑
竜
や
す
ま
り
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
の
五
）

と
頼
甥
の
幕
府
政
治
を
も
予
て
容
認
せ
ん
と
せ
る
如
き
態
度
と
翻

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
春
第
四
號
　
七
三
六

通
す
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
幕
府
の
存
立
は
元
よ
り
許
す
べ

か
ら
ざ
る
も
、
一
時
時
勢
亦
已
む
を
得
ざ
る
も
の
と
す
る
も
の
に

し
て
、
二
階
勢
の
急
迫
せ
る
頼
朝
酵
代
の
比
と
は
考
へ
ら
れ
す
、

そ
こ
に
躍
な
る
幕
府
政
治
の
謳
歌
と
異
る
も
の
あ
る
を
考
へ
る
の

で
あ
る
。
夏
に
此
の
容
保
の
上
書
と
時
を
同
じ
く
し
て
前
蓮
の
如

き
優
渥
な
る
震
翰
を
賜
は
り
、
容
保
ま
た
之
に
感
泣
し
て
奉
答
せ

る
に
思
ひ
至
り
、
夏
に
此
の
直
前
先
に
云
へ
る
將
軍
家
茂
に
優
詫

を
賜
は
れ
る
を
併
せ
考
ふ
れ
ば
、
容
保
の
意
の
存
す
る
所
愈
々
明

か
と
な
る
で
あ
ら
う
。

山ノ、

　
幕
府
は
元
治
元
年
二
月
十
一
日
勅
を
奉
じ
て
毛
利
敬
親
父
子
の

罪
を
問
は
ん
と
し
、
三
保
の
守
護
職
を
罷
め
、
陸
軍
総
裁
職
と
な

し
、
次
い
で
軍
事
総
裁
職
に
改
め
た
。
然
る
に
此
頃
會
旧
藩
年
來

の
所
願
た
る
旧
幕
の
三
三
成
り
、
旧
幕
の
會
旧
藩
へ
の
信
任
も
厚

く
な
れ
る
も
、
藩
士
中
に
は
盛
名
の
下
に
久
し
く
居
る
は
鵬
あ
り
，

と
て
、
機
會
を
捉
へ
京
都
を
引
上
ぐ
る
を
良
繁
と
す
る
者
を
生
じ

た
。
先
に
幕
麿
は
守
護
職
革
命
と
共
に
職
俸
五
萬
石
を
與
へ
、
文
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久
三
年
十
月
に
は
其
の
用
途
多
端
を
察
し
、
累
代
の
預
地
陸
奥
國

大
沼
郡
五
萬
石
の
地
を
役
地
と
し
て
與
へ
、
更
に
鯉
元
治
元
年
こ

月
寒
の
就
職
以
來
の
精
鋤
を
賞
し
封
五
萬
石
を
加
へ
た
。
然
る
に

元
來
會
旧
藩
は
疲
弊
せ
る
に
、
永
年
の
守
護
職
在
任
は
其
の
失
費

を
頗
る
多
大
な
ら
し
め
、
是
等
幕
府
の
特
別
な
る
泊
町
あ
る
に
も

拘
ら
す
、
國
の
疲
弊
を
甚
だ
し
か
ら
し
め
た
。
加
．
幽
る
に
七
卿
落

後
長
州
藩
の
入
京
歎
願
相
次
ぎ
、
再
び
政
礎
場
葡
の
形
勢
に
逆
韓

せ
ん
と
の
勢
あ
り
、
國
元
に
於
て
は
貴
幾
老
幼
と
な
く
、
容
保
の

麟
國
を
願
は
ざ
る
な
く
、
退
い
て
糞
力
を
養
ひ
，
時
節
到
來
を
待

た
ん
と
す
る
の
議
が
盛
と
な
っ
た
。
然
し
容
顔
の
京
都
を
墳
墓
の

地
と
な
さ
ん
と
す
る
の
守
護
職
就
任
若
齢
の
決
意
は
堅
く
、
守
護

職
を
退
任
せ
る
匿
二
月
の
二
十
日
滞
京
中
後
顧
の
憂
な
か
ら
し
む

べ
く
領
國
中
に
達
せ
し
む
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
之
に
依
れ
ば
藩

組
保
科
正
之
の
遺
訓
師
ち
「
、
大
君
之
義
一
心
大
切
可
存
忠
勤
不
可

以
列
國
之
例
自
慮
若
懐
二
心
父
尉
我
子
孫
」
と
の
徳
川
氏
と
の
特

殊
の
溺
係
を
張
調
せ
る
逡
訓
を
本
と
し
、
蕎
來
の
家
風
を
守
り
、

士
道
を
研
き
、
丈
武
の
修
業
を
相
噛
み
、
非
常
の
節
倹
を
行
ひ
、

百
姓
を
撫
育
し
、
商
貰
を
憐
み
、
　
｝
藩
墾
っ
て
協
和
鎭
静
に
努
力

松
亭
審
保
の
進
退
に
就
て

す
べ
き
を
云
う
て
み
る
。
夏
に
前
述
せ
る
如
き
元
治
元
年
正
月
の

將
軍
家
茂
に
賜
へ
る
尊
翰
に
言
及
し
た
る
後
に
、

　
當
時
天
下
轡
形
勢
一
記
せ
る
時
二
當
り
不
及
拙
者
恭
　
朝
命
台
命
を
蒙

　
候
工
付
而
も
一
郭
中
是
蓮
之
制
度
而
已
二
三
泥
致
居
候
三
二
葡
は
蒋
と

　
不
相
濟
候

と
天
下
の
形
勢
急
追
に
俘
ひ
、
兎
角
由
間
僻
地
に
て
因
循
姑
息
の

風
引
き
藩
民
の
土
を
省
み
、
蕉
習
に
泥
む
こ
と
な
く
、
制
度
の
改

愛
妻
纂
乱
且
に
よ
ろ
。
へ
き
を
訓
戒
せ
る
は
甚
だ
沖
…
音
脚
す
。
へ
き
で
あ

る
。
尚
ほ
之
に
綾
け
て

　
文
武
爾
道
二
於
而
は
飽
迄
研
究
致
し
當
時
急
務
た
る
露
亜
大
炮
互
艦
等

　
を
始
メ
鵬
醐
蝦
夷
地
も
有
之
候
両
能
折
柄
二
付
海
軍
之
用
意
蓬
整
備
江

　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ロ
　

　
我
國
を
し
て
宇
大
之
強
弓
た
ら
し
め
ん
も
自
分
職
裳
二
候
聞
自
國
を
以

　
て
先
立
執
行
無
之
適
齢
節
は
不
相
成
右
莞
付
而
も
二
号
之
飾
索
い
た
し

　
無
用
之
費
を
省
東
亜
工
相
撃
吉
島
專
要
二
候

と
ま
で
蓮
べ
て
、
我
が
國
を
し
て
世
界
の
強
國
た
ら
し
む
る
は
自

分
の
職
掌
な
り
と
考
へ
、
之
が
先
決
と
し
て
自
國
の
整
備
を
断
る

べ
き
も
の
・
し
、
國
家
へ
実
な
る
管
を
漏
し
て
ゐ
・
。
（
獄

輩　
之
よ
り
間
も
な
き
協
年
四
月
、
容
保
の
再
び
守
護
職
に
任
ぜ

ら
る
嵩
や
、
國
元
に
於
て
も
富
國
強
兵
策
の
盛
に
論
議
せ
ら
る
・

第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
　
七
三
七

（｛1）



　
　
　
　
松
単
脳
内
の
三
山
に
就
て

に
至
っ
た
。
紺
掻
の
急
務
は
富
國
強
兵
に
あ
り
、
其
の
根
本
は
海

軍
の
充
實
に
あ
り
と
し
、
海
軍
の
精
密
な
る
は
乱
塾
の
長
ず
る

所
、
之
を
學
び
取
る
べ
く
先
づ
其
入
の
養
成
を
急
務
と
し
た
。
勝

麟
太
郎
も
之
に
關
し
拗
聾
す
る
所
あ
り
、
十
代
よ
り
二
十
五
六
歳

迄
の
著
實
な
る
入
物
を
選
び
、
諸
方
に
遊
郭
せ
し
め
ん
と
の
議
起

り
、
取
敢
へ
す
紳
戸
村
の
勝
麟
太
郎
の
塾
に
入
ら
し
め
、
野
臥
養

成
に
悩
む
べ
し
と
討
議
さ
れ
、
會
津
藩
の
遠
隔
の
地
に
し
て
、
殊

に
蝦
夷
地
を
領
内
に
有
し
、
海
運
の
利
あ
る
は
國
人
の
証
し
く
認

む
と
る
と
こ
ろ
な
る
を
以
て
、
蒸
汽
甜
の
整
備
も
大
な
る
園
難
事

恵
は
れ
す
と
論
ぜ
ら
発
。
（
齢
聖
徒
）
鱗
の
讐
津
に
も

萩
時
代
の
波
は
轟
々
と
押
し
害
せ
、
諸
方
繭
に
新
し
き
痩
化
を
來

さ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

七

　
元
治
元
年
七
月
蛤
御
門
の
憂
あ
り
、
溶
い
て
長
州
征
伐
と
な

り
、
間
も
な
く
英
佛
米
蘭
聯
合
軍
の
下
關
三
三
と
な
っ
た
。
此
の

時
容
保
は
假
令
長
州
朝
敵
と
な
り
追
討
を
旧
く
る
揚
合
な
が
ら
，

外
國
と
の
職
に
見
殺
し
に
は
な
ら
す
、
之
を
援
助
せ
よ
と
の
命
下

　
　
　
　
　
第
ご
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
三
八

ら
ば
早
獲
に
還
る
の
需
あ
り
と
薄
に
議
で
九
。
（
欝

舩）

e
保
は
嚢
馨
な
し
徳
川
騰
の
餐
に
無
事
サ
リ
諸

藩
を
朝
廷
よ
り
召
さ
れ
、
防
長
の
選
分
を
議
せ
ら
れ
た
し
と
の
意

見
に
反
言
し
，
防
長
の
議
の
み
な
ら
す
廣
く
天
下
の
大
事
を
も
論

ぜ
ら
る
、
こ
と
・
な
り
、
事
態
牧
拾
し
得
ざ
る
も
の
と
な
ら
う
。
寧

ろ
將
軍
上
洛
し
て
朝
廷
と
事
を
蝋
嘩
す
べ
き
を
良
策
と
し
た
。
天
皇

の
御
信
任
殊
に
厚
か
り
し
中
川
宮
も
、
防
長
の
五
分
及
び
七
卿
の

慮
置
は
、
朝
廷
よ
り
將
軍
に
一
任
さ
れ
た
る
を
以
て
、
今
憂
朝
廷

よ
り
今
度
尾
張
藩
の
願
禺
あ
り
と
て
其
の
議
に
從
は
せ
ら
れ
る
の

も
癩
何
か
と
思
は
れ
、
寧
ろ
容
保
の
願
の
如
く
，
將
軍
の
上
洛
を

斡
旋
せ
し
む
る
べ
く
裏
門
へ
下
向
せ
し
む
る
に
如
か
す
と
の
御
意

見
で
あ
っ
た
。
（
瀾
矯
肥
謁
響
恒
等
中
川
簑
び
容
保
は
、

此
の
紛
糾
せ
る
事
態
を
朝
廷
と
將
軍
と
に
よ
り
善
庭
し
、
衆
論
に

聴
き
徒
に
事
態
を
混
胤
せ
し
め
る
結
果
に
終
る
で
あ
ら
う
こ
と
を

慮
っ
た
の
で
あ
る
。

八

．
長
州
再
征
の
全
く
幕
府
の
央
欺
に
終
る
や
、
薩
長
連
合
の
討
幕

（　9t）　）



計
書
は
懸
密
の
間
に
急
漣
度
に
進
捗
し
、
愈
々
時
態
の
急
迫
を
示

し
た
。
明
敏
な
る
將
軍
慶
喜
は
時
勢
の
已
む
べ
か
ら
ざ
る
を
見
，

塗
に
慶
磨
三
年
十
月
十
四
日
朝
廷
に
上
奏
し
て
政
樺
を
奉
還
せ
ん

こ
と
を
講
ひ
、
朝
廷
に
於
て
は
翌
＋
五
日
將
軍
を
召
さ
れ
、
直
ち

に
之
を
御
移
許
に
な
っ
た
。
三
保
も
亦
此
の
慶
喜
の
上
奏
の
趣
意

に
満
腔
の
賛
意
を
表
し
、
將
軍
の
滲
内
に
は
之
に
属
回
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
慶
喜
の
上
乱
文
に
「
當
野
外
國
之
交
際
日
に
盛
な
る
に
よ
り
愈

々
朝
模
一
途
に
出
不
申
候
而
者
綱
紀
難
解
」
し
と
す
る
は
、
こ
れ

前
馴
せ
る
融
く
思
欲
の
「
政
雌
多
門
」
つ
る
を
飽
せ
る
と
通
す
る
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
之
が
封
策
と
し
て
容
態
の
幕
府
政
治
に
蹄
一

せ
し
め
ん
と
せ
る
に
鋤
し
、
慶
喜
は
「
身
構
を
朝
廷
に
奉
錦
贋
く

天
下
之
公
議
を
羅
し
聖
断
を
仰
」
が
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然

し
容
保
の
之
を
以
て
「
皇
國
之
御
爲
」
と
思
ひ
、
慶
喜
の
「
同
心
協

力
共
に
皇
國
を
保
護
営
養
得
ば
必
ず
海
外
黒
総
と
可
並
立
候
」
と

考
へ
た
る
と
は
所
期
す
る
と
こ
ろ
全
く
相
同
じ
き
も
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
一
は
幕
府
政
治
、
…
は
天
皇
親
政
。
仁
保
の
所
見
と

は
相
容
れ
ざ
る
べ
き
慶
喜
の
上
潮
に
、
黒
髪
の
容
易
に
之
に
賛
成

　
　
　
　
松
挙
容
保
の
溝
退
に
就
て

し
た
る
は
一
見
奇
異
の
渇
く
な
る
も
，
前
述
の
如
く
容
保
は
敢
て

幕
府
政
治
を
固
執
せ
る
に
は
あ
ら
で
、
常
時
の
時
局
放
拾
上
之
を

捷
径
と
し
た
る
の
み
。
今
や
容
保
の
苦
心
も
成
ら
す
、
時
勢
は
蝕

り
に
幕
府
を
無
力
な
ら
し
め
、
容
保
を
し
て
途
に
慶
喜
の
意
見
を

以
て
、
目
下
の
最
良
策
と
容
易
に
思
考
せ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
驚
く
べ
き
時
勢
の
推
移
と
、
彼
の
深
き
苦
心
の

跡
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
會
津
藩
一
般
に
於
て
は
此
の
間

の
推
移
を
充
分
に
解
せ
す
、
大
政
奉
還
を
不
満
に
思
．
識
者
あ
り
、

嘗
て
見
ざ
る
藩
論
の
不
一
致
を
生
じ
、
不
満
の
者
は
二
人
と
し
て

地
と
交
渉
す
る
者
を
生
ぜ
し
も
、
容
保
は
終
始
一
貫
信
じ
て
動
か

な
か
っ
た
。
（
松
李
容
保
公
傳
）
然
し
此
の
藩
論
の
不
薮
が
後
縞
根
を

残
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
先
に
十
五
日
慶
喜
の
滲
早
し
、
大
政
奉
還
の
勅
許
あ
り
し
時
の

詔
に
「
大
事
件
外
夷
一
條
は
誰
衆
議
其
外
点
大
名
伺
被
仰
出
等
は

朝
廷
於
爾
役
取
扱
自
餓
之
儀
は
召
之
諸
侯
上
京
之
上
御
決
定
可
有

之
」
と
あ
り
し
は
、
慶
真
の
上
表
に
「
惹
く
天
下
之
公
議
を
誰
し
聖

恩
を
仰
ぐ
」
と
云
へ
る
趣
意
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
容
保
亦
然

く
思
考
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
突
如
と
し
て
同
年
十
二
月
九
臼

　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
四
號
　
　
七
三
九

（　9．3）



　
　
　
　
弘
誓
建
保
の
灘
退
に
就
て

薩
土
安
尾
越
五
藩
を
し
て
禁
闘
を
周
め
し
め
、
會
難
壁
藩
の
禁
門

守
衛
を
免
じ
て
鱗
國
を
命
じ
、
王
政
復
古
の
大
號
令
は
燃
獲
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
實
に
丈
久
三
年
八
月
十
八
B
の
政
攣
の
例

を
襲
う
池
も
の
で
あ
る
。
　
或
は
と
豫
期
せ
し
時
刻
到
來
し
、
　
事

志
と
粗
違
せ
る
會
津
藩
に
於
て
は
、
此
の
大
號
令
の
換
嚢
の
方
法

に
甚
だ
公
明
正
大
を
峡
き
、
日
頃
標
榜
さ
れ
た
る
．
公
議
輿
論
の
奪

重
は
全
く
無
覗
さ
れ
た
。
こ
れ
薩
長
二
藩
が
；
二
の
公
卿
と
謀

り
、
幼
沖
の
天
子
を
擁
し
て
私
意
を
燧
げ
ん
と
す
る
、
彼
等
君
側

の
好
を
除
き
、
庸
愚
無
私
の
政
膿
樹
立
に
遇
進
ず
る
こ
そ
國
家
に

忠
な
る
者
の
本
分
と
考
へ
た
。
此
の
主
張
は
或
鮎
ま
で
正
、
鵠
を
得

た
も
の
に
し
て
，
幕
府
再
興
を
意
怨
す
る
も
の
で
は
な
く
，
事
忌

徳
届
氏
の
薙
下
の
み
な
ら
す
、
廷
臣
の
中
に
も
同
じ
非
難
の
聲
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
慶
喜
の
上
奏
文
の
趣
旨
を
貫
き
、
更
に
之
に

殉
ぜ
ん
と
も
せ
る
新
津
藩
の
強
き
信
念
は
、
逡
に
期
せ
ず
し
て
鳥

羽
伏
見
の
戦
、
更
に
奥
弱
一
帯
の
戦
を
惹
汗
す
る
の
已
む
な
き
に

至
っ
九
も
の
と
悪
は
れ
る
。

九

　
　
　
　
　
、
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
四
〇

慶
癒
四
年
二
月
會
思
懸
家
老
睡
蓮
署
の
陳
情
書
に

前
件
之
鶴
里
骨
無
劉
肇
た
・
認
容
保
之
馨
前
後
相
穫

　
儀
乾
瓢
も
無
之
候
伏
見
職
雫
之
儀
は
徳
川
内
府
上
洛
先
供
一
同
登
京
之

　
途
申
獲
三
三
致
武
門
旧
習
不
得
已
雁
…
兵
及
一
…
戦
三
儀
に
て
敢
て
闘
下
を

　
犯
国
儀
毛
頭
無
刀
候
は
萬
入
所
下
知
に
御
座
候

と
闘
下
を
犯
す
意
圖
の
全
く
な
か
り
し
を
陳
情
し
、
更
に
其
の
五

月
一
項
二
＋
五
藩
家
老
連
署
の
太
政
官
建
白
書
に
、
蛤
御
門
の
攣

を
例
に
引
き

　
三
保
と
て
・
も
伏
見
の
一
薄
湿
卒
の
至
り
と
は
乍
申
敢
て
奉
封
禁
酒
．
護
砲

　
仕
候
儀
に
も
無
御
座
候
長
州
の
罪
斌
と
輕
重
大
小
窓
何
有
之
哉
其
段
は

　
臣
子
か
所
長
議
に
無
御
座
候
へ
ば
右
三
ケ
條
を
以
て
奉
謝
罪
儀
強
ち
不

　
當
の
妄
願
と
も
不
奉
存
然
る
庭
爾
又
不
可
容
天
地
羅
人
と
御
座
候
て
は

　
乍
恐
・
三
二
至
當
の
罪
名
と
難
奉
伺

と
撫
†
直
に
蓮
ベ
ヤ
　
一
二
ヶ
四
達
と
し
て
両
谷
保
の
城
外
謀
賎
愼
、
　
日
封
土
創

除
、
伏
見
の
二
念
係
重
臣
の
庭
罰
を
申
出
で
た
の
で
あ
る
。
此
の

主
張
は
爲
め
に
す
る
領
解
に
過
ぎ
す
と
す
る
は
逐
語
の
見
に
し

て
、
穴
子
の
分
と
し
て
議
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
と
噺
鼓
し
，
而

も
な
ほ
之
を
も
敢
て
率
直
に
藩
明
せ
ざ
る
を
得
ざ
り
し
と
こ
ろ

に
、
愈
津
藩
の
意
の
あ
る
を
汲
み
取
り
、
已
む
に
巳
ま
れ
ぬ
至
情

を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
同
年
七
月
是
等
奥
崩
諸
藩
の
回
せ
る

（94）



討
薩
置
文
に

　
王
者
之
師
を
興
さ
ん
と
養
せ
ば
須
く
天
下
と
共
に
其
公
論
を
定
め
罪
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
カ
ソ

　
既
に
決
し
て
然
る
後
徐
に
之
を
帯
す
べ
し

と
て
奥
朋
征
討
軍
の
謂
れ
な
き
を
切
論
し
、
幕
府
倒
壊
後
天
皇
親

政
に
よ
る
王
政
の
復
古
で
は
な
く
、
藤
長
土
等
引
引
に
ま
る
第
二

の
幕
府
嚢
の
亘
る
を
疑
つ
九
の
で
あ
っ
た
。
（
親
譲
輩
喉

鑓
脚
転
轍
糠
騨
欝
る
）

一
〇

　
容
保
は
守
護
職
と
し
て
痩
轄
極
り
な
き
京
都
に
長
く
滞
在
し
、

時
勢
の
推
移
に
も
よ
く
回
す
る
と
こ
ろ
あ
り
し
が
、
三
保
の
屡
々

憂
慮
せ
し
會
津
藩
一
般
の
風
，
帥
ち
慶
三
四
年
三
四
月
會
旧
藩
家

老
の
出
せ
る
歎
願
書
に

　
弊
藩
儀
者
山
谷
の
間
に
僻
居
罷
在
風
氣
随
庫
入
心
頑
愚
に
し
て

古
習
に
泥
み
世
響
煙
く
鍛
慧
の
土
俗
に
御
穫
（
揃
辮

論
讐

と
云
へ
る
東
北
僻
遠
の
山
國
薫
る
會
津
は
、
中
央
の
文
化
と
は
交

渉
兎
角
少
く
、
或
隔
り
を
持
つ
で
あ
ら
う
こ
と
は
其
の
地
理
上
自

ら
然
ら
し
め
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
而
も
そ
れ
は
艦
て
臼
紛
し
く

　
　
　
　
松
準
四
駅
の
進
退
に
就
て

痩
樽
せ
る
時
勢
を
洞
察
す
る
の
明
を
鋏
き
、
出
所
…
進
退
に
敏
速
を

鋏
き
、
其
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
は
遠
大
に
し
て
公
明
な
る
も
の

を
有
し
つ
エ
も
、
逡
に
此
の
維
新
攣
魚
期
に
果
敢
な
く
蓄
え
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

　
更
に
考
ふ
べ
き
は
封
建
澱
會
に
於
け
る
家
訓
な
る
も
の
が
如
何

に
強
く
人
心
を
支
配
す
る
か
に
就
て
ゴ
あ
る
。
會
津
藩
に
は
蘭
述

の
如
く
藩
組
保
科
正
之
の
他
藩
と
異
り
專
ら
徳
川
氏
に
誰
す
べ
し

と
の
遣
訓
が
あ
り
、
長
く
遮
奉
さ
れ
て
來
た
。
元
治
元
年
二
月
十

二
邸
朝
廷
容
保
が
就
任
以
來
の
功
勢
を
嘉
賞
あ
ら
せ
給
ひ
、
参
議

旧
任
の
詔
あ
．
り
、
容
保
は
固
く
蹴
し
て
此
の
叡
賞
を
正
之
に
移
し

奉
ら
ん
こ
と
を
湊
無
し
、
尋
い
で
允
裁
あ
り
、
正
之
に
從
三
位
を

贈
ら
れ
た
。
其
の
奏
講
文
中
に

　
正
之
當
慶
安
寛
．
丈
之
間
時
未
ダ
草
創
｛
學
幽
明
ナ
ラ
ズ
猫
疋
之

　
皇
朝
暗
黙
ヲ
好
ミ
於
　
朝
廷
私
二
愈
崇
之
意
ヲ
瀧
シ
以
テ
子
孫

　
二
傳
テ
子
孫
マ
デ
以
テ
奉
事
仕
リ
臣
今
日
マ
デ
以
テ
奉
上
覇
者

ハ
蓬
之
懇
・
御
壷
（
鐵
禰
雛
」

と
云
う
て
み
る
。
之
に
依
れ
ば
容
保
の
正
之
崇
拝
の
深
か
り
し
を

見
る
と
共
に
、
「
正
之
之
穴
蜂
」
即
ち
意
訓
に
饗
す
る
容
保
の
考
へ

　
　
　
　
　
弟
二
十
二
轡
　
風
脚
號
」
　
　
七
闘
一
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松
亭
審
保
の
進
退
に
就
て

方
も
大
い
に
攣
化
し
、
特
に
朝
廷
愈
崇
を
強
調
せ
る
を
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。
然
し
此
の
承
保
に
現
は
れ
た
る
大
な
る
醇
化
は
、
古

習
に
泥
み
世
憂
に
轟
き
藩
民
に
徹
底
を
臨
き
、
藩
論
兎
角
一
致
せ

す
、
途
に
維
新
に
於
け
る
行
動
を
誤
ら
し
め
た
一
大
原
因
と
思
は

れ
る
。
容
保
の
亡
兄
な
る
徳
川
慶
勝
の
尾
張
藩
に
、
適
薬
義
直
の

撰
蓮
せ
る
軍
書
合
馬
巻
本
末
に
「
依
王
命
被
催
事
」
と
あ
り
，
朝
廷

の
命
は
將
軍
の
命
よ
り
も
奪
重
す
べ
き
事
を
云
へ
る
訓
誠
の
嚴
存

し
急
調
さ
れ
隣
り
、
雨
勝
の
よ
く
之
を
一
般
に
徹
底
せ
し
め
る
と

こ
ろ
あ
り
、
維
新
草
創
に
際
し
て
も
、
藩
民
何
等
の
疑
催
も
な
く

進
退
宜
し
き
を
得
た
る
と
好
き
一
三
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
七
四
盗

る
を
充
分
看
取
す
べ
き
で
あ
る
。
新
し
き
時
代
の
指
導
者
と
し
て

の
容
保
が
、
朱
だ
充
分
藩
論
を
…
致
す
る
に
至
ら
ざ
る
間
に
、
新

し
き
時
代
の
激
浪
は
慌
し
く
僻
属
地
會
津
を
法
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
文
化
的
に
低
か
り
し
磁
歪
の
中
央
の
水
準
に
ま

で
嚇
せ
ん
と
す
る
の
生
み
の
拶
み
で
あ
っ
た
と
も
謂
ふ
べ
き
で
あ

ら
、
フ
。
物
を
持
た
ぬ
人
が
物
を
獲
得
す
る
の
努
力
よ
り
も
、
持
っ

て
る
る
入
の
適
當
に
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
の
よ
り
困
難
に
し

て
、
勇
氣
を
要
す
る
を
思
へ
ば
、
容
疑
が
能
ふ
限
り
親
藩
な
る
地

位
を
打
捨
て
ん
と
努
力
し
つ
Σ
と
れ
る
進
退
は
、
幕
末
維
新
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
深
き
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
9

一
一

　
然
し
な
が
ら
此
の
會
津
藩
の
最
期
を
以
て
、
幕
府
の
爲
め
に
却

て
憩
損
の
引
倒
し
で
あ
っ
た
と
論
じ
去
る
は
早
計
に
し
て
、
其
の

行
動
は
然
く
簡
軍
な
る
も
の
で
な
く
、
彼
等
に
も
既
に
少
く
と
も

慶
喜
の
大
政
奉
還
を
機
と
し
、
嘗
て
は
死
守
せ
ん
と
も
せ
る
幕
府

を
顧
み
す
、
よ
り
大
な
る
國
家
的
意
識
を
生
じ
、
天
下
の
公
議
を

蓋
し
、
公
李
無
私
な
る
政
治
建
設
へ
の
努
力
が
勃
然
と
遇
り
來
れ


